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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳類の体内の、椎体と背側要素とから構成されている椎骨に挿入するための後脊椎固
定具において、
　前記後脊椎固定具は椎骨に挿入するのに適した構成の長手部材を備えており、前記長手
部材は前側部と背側部とから構成されており、
　前記前側部は、形状が、椎体内に設置するのに好適なように弓形であり、
　前記背側部の少なくとも一部は、前記前側部を椎体内に配備すると、椎骨の前記背側要
素の中で前記背側部を背側スリーブ被覆部材の内側ネジにネジ固定するために外側にネジ
が切られていることを特徴とする、後脊椎固定具。
【請求項２】
　前記背側部の一部には、外側にネジを切った前側スリーブ被覆部材が着脱自在に取付け
られることを特徴とする、請求項１に記載の後脊椎固定具。
【請求項３】
　前記長手部材には、その中を長軸線方向に延在する穿孔が設けられていることを特徴と
する、請求項１に記載の後脊椎固定具。
【請求項４】
　前記背側部は、その一端に注射器を受容するのに好適な構成の接続部が設けられている
ことを特徴とする、請求項３に記載の後脊椎固定具。
【請求項５】
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　前記前側部は、有窓であることを特徴とする、請求項３に記載の後脊椎固定具。
【請求項６】
　前記長手部材は、長手本体部と、該長手部材の前記前側部に配備可能な前側スリーブ被
覆部材とを有していることを特徴とする、請求項１に記載の後脊椎固定具。
【請求項７】
　前側スリーブ被覆部材は、形状が弓形であることを特徴とする、請求項６に記載の後脊
椎固定具。
【請求項８】
　前記背側部は、前記内側ネジを有する前記背側スリーブ被覆部材に取り外し自在に取付
けられていることを特徴とする、請求項６に記載の後脊椎固定具。
【請求項９】
　前記背側スリーブ被覆部材は、前記前側スリーブ被覆部材に取外し自在に係合すること
を特徴とする、請求項８に記載の後脊椎固定具。
【請求項１０】
　前記長手部材は、剛性であることを特徴とする、請求項１に記載の後脊椎固定具。
【請求項１１】
　前記長手部材は、長手本体部とスリーブ被覆部材を包含し、前記長手本体部は弾性であ
ることを特徴とする、請求項１に記載の後脊椎固定具。
【請求項１２】
　弾性の前記長手本体部は、形状記憶素材から形成されていることを特徴とする、請求項
１１に記載の後脊椎固定具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願との相互参照＞
本願は、2008年4月21日出願の米国特許仮出願連続番号61/046,762号の優先権を主張する
ものであり、斯かる仮出願はここに引例に挙げることにより本件の一部を成すものとする
。
【０００２】
　本発明は外科手術用固定具に関するものであり、特に、後脊椎固定具に関連している。
【背景技術】
【０００３】
　周知のように、脊椎変形、脊椎不安定、椎間板損傷、脊椎外傷、脊椎腫瘍、脊椎の痛み
、脊椎感染症、脊椎変性、または、これらの各種組合わせが生じている場合には、脊椎固
定が望ましい。脊椎安定化のために、また、癒合を生じさせることができるようにする目
的でも、脊椎に機器を用いることができるようにする後脊椎固定方法は多数ある。広く採
用されている装置の具体例として、経椎弓根ネジおよび経関節突起ネジが挙げられる。脊
椎を安定させる経椎弓根ネジシステムの大半は、固定安定性を得るのに、湾曲していない
経椎弓根ネジの引抜き耐性に依存している。残念ながら、経椎弓根ネジと該ネジの取付け
先である集成体との間の接続部の切断または骨界面への経椎弓根ネジの取付け不良のいず
れが原因であれ、通例は、経椎弓根ネジは役に立たなくなる。経椎弓根ネジが骨の内部で
作用しなくなるには多数の理由があり、例えば、骨が骨粗鬆的な特質を有していること、
椎弓根内部の中身不足、感染症、癒合塊の偽関節症、または、これらの各種組み合わせが
考えられる。真直ぐなネジは、該ネジの多数のネジ山とネジ筋によって生成される剪断耐
性と椎弓根の内径に相対的なネジ寸法によって生じる放射方向の力に依存している。より
良好に固定するために、より大型の経椎弓根ネジが使用される場合があり、その結果とし
て、椎弓根の破砕または打ち抜きを生じることで神経根や脊髄を損傷してしまう恐れがあ
る。機器が装着された構造体の上端位置で、大抵の経椎弓根ネジは正常な関節突起接合部
に侵入しなければならず、それが原因でそこに隣接する椎間板が変性する危険が増大する
恐れがある。機器が装着された構造体の上端位置で、従来の経椎弓根ネジ技術は辺縁を形
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成している関節突起接合部に侵入して、隣接する罹患部に余分な機械駆動力を生じたり、
該隣接する罹患部に後で更なる外科手術の必要を生じる可能性を生じる恐れがある。
【０００４】
　経関節突起ネジも広く知られており、安定性を得るのにネジの引抜き耐性に依存してい
る。経椎弓根ネジと同様に、経関節突起ネジは通例は真直ぐであり、ネジと骨からなる構
造体が作用できないまでにするのに要する力の量を高めるのに、ネジの幾何学的形状と太
さとに依存している。これは骨粗鬆症の骨、病的な骨、または、低密度の骨には不利であ
り、そのような骨はネジを係留する対象が粗悪であるうえにネジの引抜き耐性を低下させ
、とりわけ、ネジの剪断耐性を低下させる。更に、経椎弓根ネジまたは経関節突起ネジを
挿入する際に、挿入角度のせいで椎体の側部または前部を真直ぐなネジが打ち抜いてしま
う恐れがある。経椎弓根ネジは椎弓根壁を打ち抜いて椎間孔から出て行く神経根を損傷す
る恐れもある。このような打ち抜きは神経構造や血管構造を相当な危険に晒すことになる
。
【０００５】
　経椎弓根ネジの後端には、縦断ロッドに経椎弓根ネジを接続することができるようにす
るとともにチューリップ形であることが多い連結部が付与され、これが脊椎に沿って垂直
方向に張出す。斯かる垂直方向ロッドは多様なネジの各々のチューリップ形連結部に取付
けられるが、同時に、複数の椎体を一緒に接続する。背骨の痛み、神経学的な各種問題、
骨折、背骨の湾曲、脊椎の変性、腫瘍、または、これらの各種組合わせ症候などの多様な
理由から、大抵は脊椎固定術を施すこために、斯かるロッドが脊柱管および脊椎を安定化
させるのが好ましい。従って、ネジとチューリップ形連結部およびロッドとが１つの機構
として、複数の椎体を互いに相関的な略固定位置に維持するのと同時に複数の椎体を骨移
植片により一緒に癒合させる目的で利用されることが多い。脊椎固定システムは、複数分
節に分かれた脊椎の解剖学的構造に多数固定点を置くように構成した足場部材を形成して
いる。このようにして設けられた垂直方向の集成体は、縦断連結部を備えている場合もあ
るが、該足場部材の全長の範囲内で２つ以上の脊椎分節相互が生体物質によって最終的に
結合するまでの間、生理学的負荷のもとで脊椎構造を維持することを目的としている。
【０００６】
　先行技術の現在使用されている装置に関するもう１つの問題点は安全性である。脊髄は
椎体の背後を通っている。神経は脊髄を外れて個々の椎体相互の間に伸び出ているととも
に、椎弓根より下側または複数の椎弓根の各々より下側に伸びている。例えば、胸椎にお
いては、脊髄は椎体の領域内の僅少空間を占有するに過ぎない。よって、個々の胸椎体階
層部位に経椎弓根ネジを固定する脊椎機器装着術の足場機能を形成する際には、誤りの許
される余地は僅少である。腰椎では、神経は個々の脊椎階層部位に存在している脊髄液嚢
の内部を浮遊することで四肢末節の重要な運動性能、感覚機能、または、その両方を実施
して尚且つ、腸と膀胱の正常な制御と機能を司っている。ネジは椎弓根の直径に緊密に適
合したうえで椎弓根の容積を占有しなければならず、従って、生体機械耐性を備えていな
ければならないため、誤りの許される余地は最小限である。換言すると、胸椎および腰椎
における経椎弓根ネジの投入技術は、椎弓根とそこに挿入するネジの設計の幾何学的形状
と椎体への設置方向とに内在する危険を孕んでいる。医者が腰椎の脊椎外科手術を施す場
合、経椎弓根ネジが椎弓根の側部を打ち抜いて、または、該ネジが椎弓根の側部を貫通し
て張出すことで神経に接触し、神経損傷を生じてしまう恐れがある。このような特定の問
題は、神経根が椎弓根に極めて緊密に接触している場合に、椎弓根の内側四分円、下位四
分円、または、その両方の象限において発生することが多い。胸椎弓根ネジを設置する場
合は、椎弓根内側に逸れたせいで脊髄を突き刺す恐れがあり、また、不正確なネジ設置に
より前側血管構造にぶち当たって酷い結果を伴う恐れもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の目的は、哺乳類の脊椎において隣接し合う椎骨を安全に安定化させる
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のに必要な装置および方法である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　後脊椎固定具およびその使用方法を開示する。哺乳類の体内において、背側椎弓突起群
と椎体とから構成されている椎骨に挿入するための後脊椎固定具を開示している。固定具
は椎骨に挿入するのに適した構成の長手部材を備えている。長手部材は前側部と背側部と
から構成されている。前側部は形状が、椎体内に設置するのに好適なように、弓形である
。背側部の長さは、前側部を椎体内に配備すると椎骨の背側椎弓突起群の位置で背側部に
接近して操作することができるような寸法である。後脊椎固定具の使用方法も開示されて
おり、斯かる使用方法では、後脊椎固定具は椎骨の背側椎弓突起群に導入されて、椎体内
で弓形に延在させられる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施例による後脊椎固定具の側面立面断面図である。
【図２】図１の後脊椎固定具において、長手部材のネジを切ったスリーブ被覆部材が長手
部材の背側部から取外されているところを例示した分解側面立面断面図である。
【図３】図１の後脊椎固定具において、ネジを切ったスリーブ被覆部材が無い状態で、湾
曲したスリーブ被覆部材が長手部材の前側部から取外されているところを例示した分解側
面立面断面図である。
【図４】後脊椎固定具の使用方法に従って、図１の後脊椎固定部材の長手部材を第１位置
に設置することで椎骨に経椎弓根挿入を実施するよう図っているのを例示した立面図であ
る。
【図５】図４の長手部材を椎骨に挿入して、図４の第１位置よりも前側にある第２位置に
設置しているのを例示した立面図である。
【図６】図４の長手部材を椎骨に挿入して、図５の第２位置よりも前側にある第３位置に
設置しているのを例示した立面図である。
【図７】図４の長手部材およびもう１本別な図１の後脊椎固定具である第２後脊椎固定具
を椎骨に挿入して図４の長手部材の側方位置に設置するにあたり、各固定具が椎骨の左右
の椎弓根の中に通されているのを例示した立面図である。
【図８】図４の長手部材の上に背側スリーブ被覆部材が被されており、該長手部材と図７
の第２後脊椎固定具の各々が椎骨に挿入されているのを例示した、図７に類似した立面図
である。
【図９】後脊椎固定具装着装置が図８の後脊椎固定具の背側部に接続されているのを例示
した、図８に類似した立面図である。
【図１０】図１のもう１つ別な後脊椎固定具が連続して隣接し合う椎骨に接続されている
とともに後脊椎固定具装着装置によって相互連結されているのを例示した、図９の線１０
－１０に沿って破断した断面立面図である。
【図１１】本発明の後脊椎固定具の使用方法の代替の実施例に従って、図１の後脊椎固定
具の長手部材を第１位置に設置することで経椎弓板配向で椎骨に挿入するよう図っている
のを例示した立面図である。
【図１２】図１１の長手部材を椎骨に挿入して、図１１の第１位置よりも前側にある第２
位置に設置しているのを例示した立面図である。
【図１３】図１２の本発明の長手部材を椎骨に挿入して、図１２の第２位置よりも前側に
ある第３挿入位置に設置するとともに、図１の後脊椎固定具のもう１つ別な第２の長手部
材を第１の部材と平行に別な椎骨に挿入して設置しているのを例示した立面図である。
【図１４】図１３の挿入完了した長手部材の上にネジを切ったスリーブ被覆部材を被せて
いるのを例示した立面図である。
【図１５】図１３の挿入完了した長手部材を図１３の線１５－１５に沿って破断した断面
図である。
【図１６】本発明の後脊椎固定具の長手部材の代替の実施例が剛性部材であるのを例示し
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た側面立面図である。
【図１７】図１６の長手部材を図１６の線１７－１７に沿って破断した頂面平面図である
。
【図１８】後脊椎固定具の長手部材の代替の実施例がカニューレ型の長手部材であるのを
例示した側面立面断面図である。
【図１９】図１８の長手部材において、カニューレ型後脊椎固定具の中央穿孔の中にスタ
イレットが挿入されているのを例示した側面立面断面図である。
【図２０】後脊椎固定具の使用方法に従って、図１９の長手部材とスタイレットを第１位
置に設置することで椎骨に経椎弓根挿入を実施するよう図っているのを例示した立面図で
ある。
【図２１】図２０の長手部材とスタイレットを椎骨に挿入して、図２０の第１位置より前
側の第２の挿入完了位置に設置しているのを例示した立面図である。
【図２２】図１８の長手部材に例示されているようなスタイレットが取外された状態で図
２１の長手部材を設置しているのを例示した立面図である。
【図２３】図２２の長手部材に投入装置を取付けて椎骨の内部に物質を投入する用途に付
しているのを例示した立面図である。
【図２４】図２２の長手部材に投入装置を取付け、図２３の投入装置および長手部材を通
して物質が投入され、該物質が椎骨内部へ一部注入が完了した第１位置に在るのを例示し
た立面図である。
【図２５】図２２の長手部材に投入装置を取付け、物質は図２３の投入装置および長手部
材を通して椎骨内部に投入されて第２位置に至っているのを例示した立面図である。
【図２６】図２２の長手部材はそこから投入装置が取外されたうえでスタイレットが再挿
入された状態にあり、物質が椎骨内部に存在しているのを例示した立面図である。
【図２７】スタイレットが図２６の長手部材から取外されたのを例示した立面図である。
【図２８】図１８の長手部材はそこに背側スリーブ被覆部材が被されており、図１８の第
２の長手部材もそこに背側スリーブ被覆部材が被されており、該長手部材は各々が椎骨に
挿入されて物質が椎骨内部に存在しているのを例示した立面図である。
【図２９】経椎弓板位置で挿入完了した図２８の長手部材はそこにネジを切ったスリーブ
被覆部材が被せられており、更に複数の別な後脊椎固定具が隣接する椎骨に挿入されてい
るのを例示した、図２８の線２９－２９に沿って破断した立面図である。
【図３０】図１８の長手部材はそこに背側スリーブ被覆部材が被されており、更に別な第
２、第３…の長手部材も背側スリーブ被覆部材が被せられており、該長手部材は各々が椎
骨の経椎弓根位置に挿入されて物質が椎骨内部に存在しているのを例示した立面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明は広義には後脊椎固定具を目的としており、更に、哺乳類の脊椎において互いに
隣接し合う椎骨を安定化させるシステムを目的としている。制限することを意図しない具
体例として、本発明は骨移植片と連携して使用されることもある。脊椎を固定しながら椎
骨を硬化させる、または、椎骨を１個の大きな骨塊にする金具が脊椎に設置される。該シ
ステムは、経椎弓根固定装置、経関節突起固定装置、または、経椎弓板固定装置のいずれ
かとして脊椎の背側部に挿入される湾曲した固定具または留め具を備えており、挿入位置
は椎骨に見られる背側要素すなわち背側椎弓突起群またはその近辺であるのが好ましい。
【００１１】
　哺乳類の体内において背側椎弓突起群３４および椎体３６から構成されている椎骨３２
に挿入するのに好適なように後脊椎固定具３０が設けられているのがより好ましい（図１
から図１５を参照のこと）。後脊椎固定具３０は、一般に、椎骨３２に挿入するのに適し
た構成の長手部材３８を備えている。長手部材３８は前側部４０および背側部４２が設け
られており、前側部４０は椎体３６への設置に適した弓形、アーチ形、湾曲状、弓なり状
の形状を呈しており、背側部４２は、前側部４０を椎体３６に配備する時に背側椎弓突起
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群３４に接近して操作することができるようにした長さを有しているのが好ましい。好ま
しい実施例においては、長手素子または長手部材３８は10 mmから200 mmの範囲の長さを
有しており、これは20 mmから60 mmの範囲であるのがより好ましく、長手部材３８は2 mm
から20 mmの直径を有しており、3.5 mmから10 mmの範囲であるのがより好ましい。より詳
細に説明すると、固定具は脊椎内部への固定に好適な装置である。斯かる装置は、少なく
とも１本の湾曲した脊椎固定具３０が設けられて椎弓板から関節突起接合面を通り、椎弓
根を通り、または、関節突起接合面と椎弓根の両方を通って椎体３６に挿入されるように
した集成体から構成されている。
【００１２】
　説明の必要上、また、図４に例示されているように、椎骨３２の関連各部を簡単に解説
する。長手部材はその前側部などのような各部が湾曲したスリーブ被覆部材を通して視認
することができるようにしていることから、図４および図５乃至図１３は参照と解説を目
的として概略的であることに留意するべきである。椎骨３２は、椎体３６を含んでいる前
側部または前方部と背側椎弓突起群３４を含んでいる背側部または後方部とから構成され
ており、背側椎弓突起群３４の具体例としては椎弓または神経弓、横突起（複数本）４６
、関節突起（複数本）４８、椎弓根５０、棘突起５２、椎弓板５４、および、上関節突起
５６および下関節突起５８を含む関節突起（複数本）などが挙げられる。脊髄６０は椎骨
の前側部と背側部とのほぼ中間に位置しており、神経根６２がそこから伸びている。
【００１３】
　本発明の一実施例の装置は、少なくとも１本の湾曲した脊椎骨固定具３０が設けられて
椎弓根５０を通って椎体３６に挿入されるようにした集成体から構成されている。この湾
曲した経椎弓根ネジ集成体は、図１から図３で明らかなように、真直ぐな背側部６６およ
び弓形前側部４０が設けられたシャフトにより形成されている、ネジ加工が施されていな
い内側部材すなわち長手本体部６４を含んでおり、少なくとも一実施例においては、該シ
ャフトはヘッド６８で終端している。斯かるシステムまたは装置は、前側部４０または前
端の湾曲部と真直ぐな背側部４２とから成る固定具または留め具を備えているものとして
詳細に記載されているが、該システムまたは装置は背側部４２または後端に湾曲部が設け
られている場合があることも思量される。
【００１４】
　長手部材３８は、シャフトすなわち軸心を通る長手素子または長手本体部６４および着
脱自在なスリーブ被覆部材７０から構成されているようにするとよい。概して、長手部材
３８のシャフトは1 mmから20 mmの範囲の直径を有しており、これは2 mmから10 mmの範囲
の直径であるのがより好ましい。長手本体部６４は10 mmから100 mmの範囲の長さで形成
されており、15 mmから60 mmの範囲の長さであるのがより好ましい。ネジを切っていない
内側部材すなわち軸心を通る長手本体部６４の前側部８６は、軸心を通る長手本体部６４
の後端７４から或る距離だけ離隔した位置にある内側部７２から長手本体部６４の前端７
６まで延在している。前側部８６の長さは5 mmから100 mmの範囲であればよいが、10 mm
から30 mmの範囲がより好ましい。前側部８６の直径は、背側部６６の直径と等しい長さ
でもよいし、異なる長さであってもよい。前側部８６のシャフトの外周面７８は滑らかで
もよいし、ネジ加工が施されていてもよく、或いは、少なくとも一部に沿って粗面加工を
施した表面が設けられているようにしてもよい。前側部は外周面が概ね不変で、直径の範
囲は1 mmから20 mmであるが、直径の範囲は2 mmから10 mmであるのがより好ましい。一実
施例においては、ヘッド６８は長手本体部６４の前端７６に保持されている。ヘッド６８
は円錐形状を呈しており、その直径は遠位尖端部８０に向かうにつれて逓減している。
【００１５】
　ヘッド６８は最大外径が長手本体部６４のシャフトの概ね一定の直径よりも大きく、ま
た、その最小径の尖端または前端８０は長手本体部６４のシャフトの直径よりも幅が短い
のが好ましい。ヘッド６８はその最大外径から前端まで、円錐構造を形成するように先細
り状になっている。ヘッド６８の最大径は1 mmから20 mmの範囲であればよいが、2 mmか
ら10 mmの範囲であるのがより好ましい。しかしながら、ヘッド寸法に変動があったとし
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ても、本発明の全体的範囲から逸脱することはない。ヘッド６８はそこに外側ネジ８２が
設けられておりネジを利用したスクリュー式挿入に備えるようにしていてもよいし、或い
は、概ね滑らかな周面または粗面加工を施した周面から構成されているようにしてもよい
。ヘッド６８は上記以外にも好適であればどのような形状を呈していてもよい。
【００１６】
　図２で明らかなように、固定具または留め具、もしくは、シャフトすなわち長手本体部
６４の背側部６６は軸心を通る長手本体部６４の内部７２から長手本体部６４またはネジ
を切っていない内側部材の後端７４まで延在している。背側部６６はその外径すなわち最
大径が概ね一定であり、この長さは前側部８６の直径と等しくてもよいし、異なっていて
もよい。長手本体部６４またはネジを切っていない部材の前側部８６のシャフトの直径は
1 mmから20 mmの範囲であればよいが、2 mmから10 mmの範囲であるのがより好ましい。背
側部６６の長さは、前側部４０、８６ならびに背側部４２、６６を椎体３６に配置すると
、背側椎弓突起群３４の位置で背側部に接近して操作することができるような寸法である
。背側部６６の長さは5 mmから100 mmの範囲であればよいが、10 mmから30 mmの範囲であ
るのが好ましい。更に、背側部６６の外周面８４は滑らかであってもよいし、粗面加工が
施されていてもよく、或いは、その少なくとも一部に沿って粗面加工が施された部分が設
けられているようにしてもよい。
【００１７】
　好ましい実施例においては、ネジを切っていない内側部材すなわち軸心を通る長手本体
部６４は可撓性であるのが好ましく、すなわち、その一部に沿って可撓性であるか、また
は、その全長に沿って可撓性であるのが好ましく、該シャフトはすくなくともその前側部
８６に沿って弾性を有しており、湾曲したスリーブ被覆部材７０を装着することによって
曲がって形状が弓なりになるのがより好ましい。可撓性または弾性の長手本体部６４には
、真直ぐな形状になる静止位置またはホームポジションが設けられている（図３を参照の
こと）。これに代わる例として、長手本体部６４は剛性で、少なくともその一部に沿って
形状が弓形であるとよいが、その前側部８６が弓形であるのがより好ましい。
【００１８】
　長手本体部６４は中実材から形成されており、一実施例では、円柱断面に近似する断面
を呈している。使用される素材は形状記憶合金などのような形状記憶素材であってもよい
し、或いは、非形状記憶素材または非形状記憶合金でもよく、後者の具体例として、チタ
ニウム、ステンレス鋼、または、これら以外の脊椎固定に好適な何らかの素材が挙げられ
る。形状記憶合金を採用した場合、移植片、骨、または、その両方の破損が生じることを
想定した場合に必要となる力の量を増大させる目的で、全体または一部を拡張させること
ができるように、または、形状を変えることができるように湾曲した部材を設計すること
もあり得る。使用される素材は生体吸収性であってもよいし、または、生体吸収性でなく
てもよい。
【００１９】
　図示のように、長手部材３８には中心軸線８８があるとともに前側部４０および背側部
４２が設けられており、長手本体部６４の前側部８６は弾性本体部を備えている。湾曲し
たスリーブ被覆部材７０は前側部８６に被せて配備されて、長手部材３８の前側部４０を
弓形経路を辿って椎体３６に案内することができる。更に、前側部８６は湾曲したスリー
ブ被覆部材７０の内側で中心軸線８８を中心として回転自在であり、椎体３６の中に前側
部４０をネジ込むことができるようにしてもよい。
【００２０】
　詳細に説明すると、湾曲した椎弓根固定具集成体または長手部材３８は、ネジを切って
いない内側部材または長手本体部６４に被せて載置される湾曲したスリーブ被覆部材を備
えている。湾曲したスリーブ被覆部材７０は可撓性部分８６または弓形部８６に被せて配
置される（図２を参照のこと）。より詳細に説明すると、ネジを切っていない内側部材６
４は湾曲したスリーブ被覆部材７０の内側に受容される。従って、湾曲したスリーブ被覆
部材７０は、外周面を有しているシャフトすなわち部材８９を利用して、軸心を通る穿孔
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９０がシャフトすなわち長手部材の長尺に沿って延在するように成形することができるが
、スリーブ被覆部材の内径は軸心を通る穿孔９０によって規定され、長手本体部６４の外
径と一致しているのが好ましい（図３を参照のこと）。湾曲したスリーブ被覆部材の内径
は概ね一定であり、1 mmから20 mmの範囲であるのが好ましいが、1.5 mmから10 mmの範囲
であるのがより好ましい。従って、穿孔９０はネジを切っていない内側部材すなわち長手
本体部を受容するよう構成されている。湾曲したスリーブ被覆部材７０は曲率半径が2ミ
リメートル（mm）から4メートル（m）の範囲であるのが好ましく、10ミリメートル（mm）
から2メートル（m）の範囲であるのがより好ましく、10センチメートル（cm）であるのが
最も好ましい。曲率半径は、固定具の湾曲部の長さ全体に亘って均一でもよいし、均一で
なくてもよい。その結果として、湾曲したスリーブ被覆部材７０は長手部材３８の弓形の
前側部４０を形成している。湾曲したスリーブ被覆部材７０の円柱断面に近似する断面の
外径は長手本体部６４のものよりも大きくなる。湾曲したスリーブ被覆部材７０はその外
径が、長手本体部６４が保持しているヘッド６８の最大径である外径と同じであるのが好
ましい。湾曲したスリーブ被覆部材７０の外径は1 mmから20 mmの範囲であるのが好まし
く、2 mmから10 mmであるのがより好ましく、約3.5 mmであるのが最も好ましい。
【００２１】
　湾曲したスリーブ被覆部材７０には、後端９２と、該後端から離隔された位置にある前
端９４とが設けられている。湾曲したスリーブ被覆部材７０はその長さが長手本体部６４
の前側部８６の長さに近似している。湾曲したスリーブ被覆部材７０はその長さが5 mmか
ら100 mmの範囲であるのがより好ましいが、10 mmから45 mmの範囲の長さであるのが更に
より好ましい。湾曲したスリーブ被覆部材７０は背側部６６の少なくとも一部の周囲に外
側ネジが設けられおり、更に、湾曲したスリーブ被覆部材７０にはその背側部９２の周囲
を廻って延びているネジを切った部分９６が形成されているのが好ましい。前側部９４ま
たは前端には、長手本体部６４が保持しているヘッド６８に当接するのに好適な構成の面
９８が設けられている。
【００２２】
　湾曲したスリーブ被覆部材７０の外周面１００はその周面または該周面の一部が滑らか
な面または粗面加工された面から構成されており、粗面加工された面は骨を中に成長させ
ることができる。湾曲したスリーブ被覆部材７０は剛性であるのが好ましく、また、哺乳
類の肉体や脊柱に使用するのに好適な素材、例えば、ステンレス鋼、チタニウム、または
、それ以外の好適な素材から形成されているとよいが、それ以外の各種素材であっても本
発明の全体的範囲から逸脱することはない。
【００２３】
　好ましい実施例の湾曲した経椎弓根ネジ集成体または長手部材３８は、外側にネジを切
った背側部４２を有している。図１から図３に示されている実施例では、背側部４２には
着脱自在な第２のスリーブ被覆部材すなわちネジを切ったスリーブ被覆部材１０２が設け
られている。長手本体部６４の背側部６６は着脱自在なネジを切ったスリーブ被覆部材１
０２を携帯支持しており、より詳細に説明すると、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２
はネジ加工を施していない内側部材すなわち長手本体部６４に被せて配置される。ネジを
切ったスリーブ被覆部材１０２は、長手本体部６４の前側部８６に載置された第１のスリ
ーブ被覆部材すなわち湾曲したスリーブ被覆部材７０に着脱自在に係合するようになって
いてもよい。
【００２４】
ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２には、後端１０４と、該後端から離隔された位置に
ある前端１０６とが設けられている。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は、その後端
から前端までの全長に沿って軸心を通る穿孔１０８を延在させたシャフトであり、スリー
ブ被覆部材の内径はネジを切っていない内側部材すなわち長手本体部６４の外径と一致し
ているのが好ましい。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２の長さは5 mmから105 mmの範
囲であるのが好ましいが、10 mmから45 mmの範囲であるのがより好ましい。軸心を通る穿
孔は円筒断面に近似する断面を有しており、穿孔の直径すなわちスリーブ被覆部材の内径
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は1 mmから30 mmの範囲であり、1.5 mmから15 mmの範囲であるのがより好ましい。従って
、穿孔１０８は長手本体部６４を受容するのに適した構成となっている。ネジを切ったス
リーブ被覆部材１０２はその前端１０６に内側ネジ１１０が設けられており、該内側ネジ
は湾曲したスリーブ被覆部材７０の背側部９２に設けられた外側ネジ９６に着脱自在に係
合するのに好適な構成であるのが好ましい。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２の内ネ
ジまたは内側ネジ１１０のネジ山間ピッチは湾曲したスリーブ被覆部材７０の外側ネジ９
６のネジ山間ピッチと同じであり、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２に湾曲したスリ
ーブ被覆部材７０の背側部９２の上を伝って前進させることができるようにするのが好ま
しい。従って、湾曲したスリーブ被覆部材７０の背側部９２はネジを切ったスリーブ被覆
部材１０２の穿孔の内側に受容される。ネジを切ったスリーブ１０２はその一部にネジが
切られていてもよいし、その全体にネジが切られているようにしてもよい。詳細に説明す
ると、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２の外径は該被覆部材の一部を取巻いて設けら
れた外側ネジ１１２によって規定されるが、該外側ネジはネジを切ったスリーブ被覆部材
１０２のシャフトのほぼ全長に沿って延在しているのが好ましい。ネジを切ったスリーブ
被覆部材１０２の外径は長手本体部６４の外径よりも大きい。ネジを切ったスリーブ被覆
部材の外径は2 mmから35 mmの範囲であるのが好ましいが、2.5 mmから15 mmの範囲である
のがより好ましい。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は、関節突起接合面を圧縮させ
ることができるように、可変ネジを切ってあってもよいし、そうでなくてもよい。ネジを
切ったスリーブ被覆部材１０２は、一実施例では、その後端にツール係合部またはヘッド
１１４を保持しており、該後端は形状が鐘形または球状として図示されているが、それ以
外の何らかの好適な形状であってもよい。この球状部１１４は首状くびれ部１１６によっ
て外側ネジ１１２から離隔されているのが好ましい。球状部１１４は、ツール、ソケット
、ソケット以外の係留部材、または、それ以外の固定部材、ツールとソケットまたはその
代替物の両方を受容するのに好適な構成である。例えば、好ましい実施例においては、球
状部１１４はチューリップ形部材１１８を受容するのに適した構成である。
【００２５】
　ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２を前段までに説明してきたが、湾曲した経椎弓根
ネジ集成体または長手部材３８はそこにネジを切ったスリーブ被覆部材が設けられている
ようにしてもよいし、そうでなくてもよい。
【００２６】
　哺乳類の体内の、椎体３６および背側椎弓突起群３４からなる椎骨３２に後脊椎固定具
３０を挿入する方法を提示してゆくが、該挿入方法は、一般に、背側椎弓突起群３４の位
置で固定具３０を椎骨３２に導入して、固定具を椎体３６の中へ弓なりに伸長させる操作
を含んでいる。
【００２７】
　図１から図３の実施例に従った後脊椎固定具３０の長手部材３８を経椎弓根挿入する好
ましい方法が図４から図８に例示されているが、これらの図では、固定具３０は、椎体３
６の中に入れる目的で、椎弓根５０を貫いて延びている。より詳細に説明すると、まず最
初に、当該技術で公知の従来からの様式で挿入に備えて椎弓根５０または椎弓根壁が準備
される。例えば、椎弓根５０への進入位置が確認される。これは、関節突起の小片または
一部を上椎弓根から除去することで椎弓根５０へ接近することができるようにする処置を
含んでいる。その後、椎弓根５０の硬質外面を刺し通すためにドリル（図示せず）を使っ
て外面を貫く小さな穴を穿つが、この場合、椎弓根５０の背部から穿孔を行うのが最も広
く実施されている態様であるが、これに限定されるものではない。次に、ツールは、そこ
に尖った端部、ピック状の鶴嘴端、平らにされたうえに湾曲した端部、または、平らで真
直ぐな端部などが設けられており、「ギア転換装置」と呼ぶ場合があるが（図示せず）、
穿孔部を通してツールを揺らしながら椎体３６の多孔性硬質骨物質に挿入し、多孔性硬質
骨物質を貫く穿孔１２２を設ける。穿孔１２２は、後脊椎固定具３０の少なくとも一部の
長さと同じである長さに設けられているのが好ましい。穿孔１２２は、その前端１２４が
湾曲して椎体３６の中心部１２０に向かうように成形される。
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【００２８】
　ギア転換装置はその直径が概ね2.5 mmから3.5 mmの範囲にあるが、仙骨または腸骨への
挿入と同様に、直径が2.5 mmから15 mmの範囲であってもよく、更に、弓形遠位端および
真直ぐな近位端が設けられているようにしてもよい。弓形遠位端のみが椎弓根５０に挿入
されるのが好ましい。ギア転換装置が約2.5 mmから3.5 mmの直径を有しているため、ギア
転換装置により設けられる穿孔または経路１１２は、湾曲したスリーブ被覆部材７０を取
付けた長手部材３８のネジを切っていない部材すなわち長手本体部６４よりも短いかまた
はそれに等しく、その直径は約3.5 mmであるのが好ましい。より一般的には、椎弓根５０
に設けられる湾曲した穿孔または経路１１２は、幅がギア転換装置の湾曲部の一部の幅に
概ね等しいかそれよりも狭く、長さはギア転換装置の該一部に一致しており、従って、後
脊椎固定具の長さに一致している。
【００２９】
　最初に経路１２２が形成されてしまうと、感触器または先端にボールを付けた探針（図
示せず）を使って経路の内壁を触診することで、医者は椎弓根５０に穴を穿つのが完了し
たかどうかを判定する。
【００３０】
　次に、湾曲した集成体または長手部材３８が触診済みの経路１２２に挿入される。長手
部材３８は、長手本体部６４の可撓性の前側部８６に被せて配置された状態で湾曲した剛
性のスリーブ被覆部材７０を備えているが、該長手部材３８は第１位置（図４に例示）か
ら、ギア転換装置およびドリルによって設けられた椎弓根５０の穿孔１２２の中に移動さ
せられる、または、該穿孔に挿入されるのが好ましい。詳細には、脊椎固定具の前側端に
位置しているヘッド６８が、まず、椎弓根５０に設けられた穿孔に挿入される。次に、椎
体３６に入れる目的で、固定具が椎弓根５０に通される。
【００３１】
図４から図６の順次工程図に例示されているように、集成体３８を第１位置から第２位置
すなわち挿入完了位置まで移動させることにより、湾曲した集成体が継続的に挿入される
。後脊椎固定具３０を触診済み経路１２２の中に更に挿入するために、医者は挿入ツール
（図示せず）を長手本体部６４の後端６６に取付け、これにより医者は湾曲した集成体を
椎骨３２の中に移動させることができる。一実施例においては、医者は長手本体部６４を
中央軸線８８を中心として剛性の湾曲したスリーブ被覆部材７０に相関的に回転させ、従
って、長手本体部６４のネジを切った端部または尖端により、具体的には、ヘッド６８ま
たはネジを切ったヘッドにより、湾曲したスリーブ被覆部材７０を携帯支持している長手
本体部６４を椎体３６の中に更に引き入れる。固定具全体を弓形の態様で移動させて椎体
に入れるのに、スリーブ被覆部材７０およびヘッド６８を穿孔１２２に押し込むか、また
は、穿孔１２２を越えた先の内奥にまで進入させる作業中にヘッド６８をスリーブ被覆部
材７０に相関的に回転させるか、いずれであってもよい。スリーブ被覆部材７０およびヘ
ッド６８は穿孔１２２の中に僅かだけ押し込まれるのが好ましい。次に、ヘッド６８をス
リーブ被覆部材７０の内部でネジ回転させることで穿孔の入口を越えた先に移動するが、
ネジが該穿孔を越えて椎体の内奥まで移動するのが好ましい。一実施例においては、この
ようになるには、集成体が十分な密度の骨に挿入された場合に限られる。これに代わる例
として、劣悪な骨では、集成体全体が穿孔と椎体に押し込まれる。長手本体部６４は可撓
性であり、そのホームポジションまたは静止位置では真直ぐな形状を呈しているのが、剛
性の湾曲したスリーブ被覆部材７０の内側では曲げたり回転させたりすることができるよ
うになっているのが好ましく、また、湾曲したスリーブ被覆部材の内側でも束縛無しに長
手本体部をその中心軸線を中心として回転させることができるようになっているのが好ま
しい。上述のように、ネジを切っていない長手本体部６４の背側部６６の円柱断面外径は
、一例として、約2.5 mmであってもよく、従って、直径が約3.5 mmの剛性の湾曲したスリ
ーブ被覆部材７０の円筒断面内径よりも小さい。従って、ネジを切っていない長手部材を
椎体３６の奥深くへ進入させるにつれて、ネジを切っていない内側部材６４の真直ぐな背
側部６６に椎弓根５０に設けられたより大きな径のネジを切った穿孔の中を前進させるこ
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とができる。更に、上述のように、剛性のスリーブ被覆部材７０の概ね一定の外径は、ギ
ア転換装置の遠位弓形端によって椎弓根５０に設けられた穿孔１２２の内径にほぼ等しい
か、または、それよりも大きい。その結果として、後脊椎固定具３０は椎弓根５０の内側
にきっちりと、または、ぴったりと適合する。
【００３２】
　ネジを切ったヘッド６８は前進しながら、挿入位置の内奥へ湾曲した集成体を移動させ
る。ギア転換装置により設けられた弓形の穿孔または経路１２２を越えた先へネジを切っ
たヘッド６８が挿入されることにより、長手部材３８の前側部４０または前端が椎体３６
の内部に堅固に埋設されるのが好ましい。
【００３３】
　代替の実施例においては、内側の長手本体部６４の前端８６にはネジを切っていないヘ
ッドが設けられている。挿入は、ネジを切ったヘッドについて概ね既に述べたとおりに行
われる。しかしながら、挿入処置中は、穿孔１２２の中にネジを回転させて入れてギア転
換装置によって設けられた弓形穿孔を越えた内奥に進ませる代わりに、医者は集成体また
は長手部材３８を弓形穿孔の中に押し込み、または、弓形穿孔を越えた内奥まで押し込み
、長手部材３８を椎体３６に埋設するだけでよい。
【００３４】
　いずれの実施例においても、最終結果としては、湾曲した集成体または長手部材３８が
図６に例示されているように椎体３６に挿入され、固定具の弓形前側部４０が椎体３６の
内部に置かれ、固定具の真直ぐな背側部４２が椎弓根５０に初期的に設けられた穿孔１２
２の中に置かれることになる。この挿入位置においては、湾曲したスリーブ被覆部材７０
の少なくとも一部は、ドリルおよびギア転換装置によって初期的に形成された穿孔１２２
の内側に置かれるのが好ましく、該スリーブ被覆部材のまた別な一部は椎体３６の内側に
置かれ、特に、椎体の中心部１２０に置かれるのが好ましい。更に、長手本体部６４の背
側部６６の少なくとも一部は、椎骨３２の背側椎弓突起群３４の位置で椎弓根５０に設け
られた開口から外に張出し、または、該開口の近辺に張出す。
【００３５】
　ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は、内側の長手本体部６４の背側面または背側部
６６に螺合され、または、ネジ結合されたうえで、椎弓根５０に設けられた弓形穿孔の中
に進入させることができる。特に、後脊椎固定具３０には前側部４０および背側部４２が
設けられているが、前側部４０が椎体３６の内側に配備されると、椎弓根５０の内部に背
側部４２をネジ込み式にまたは回動自在に挿入することにより、後ろ脊椎固定具は椎体３
６にネジ留め式に固着される。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２の前端１０６を長手
本体部６４の後端６６に被せて配置することにより、脊椎固定具の背側部４２は椎骨内に
ネジ留め式に固着され、長手本体部６４はネジを切ったスリーブ被覆部材１０２の内側穿
孔１０８すなわち経路の内部に受容される。
【００３６】
　次に、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２の外側ネジ１１２は椎弓根５０に設けられ
た弓形穿孔の内壁１２６に回転自在に係合する。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２に
設けられた外側ネジ１１２は、椎弓根５０に形成された経路１２２に配備されたネジを切
ったヘッド６８により形成されたネジピッチが一致しており、椎弓根５０に新たに設けら
れたネジ筋を切った穿孔から回転せずには飛び出すことができないようにすることで、堅
固な取付けを実施している。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２を回転させると、ネジ
の螺合により、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２に軸心を通る長手本体部６４の上を
伝って前進させることになるばかりか、椎弓根５０の内部の穿孔または経路１２２の中ま
で進入させることになる。従って、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は椎骨３２のほ
ぼ真外側の第１位置から完全に螺合完了した第２位置まで前進させられる（図７を参照の
こと）。
【００３７】
　ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２が長手本体部６４の背側部６６および長手部材３
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８の上を伝ってほぼ完全に進入が完了すると、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２の前
端１０６の内側ネジ１１０が湾曲したスリーブ被覆部材７０の背側部９２に設けられた外
側ネジ９６に係合する。回転させ続けることで、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は
、究極的には、湾曲したスリーブ被覆部材７０の背側部９２にネジ留め式に接続される。
ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は、その挿入完了位置においては、その前側部１０
６と端部とが、椎弓根５０に形成された経路１２２の内側に配置されるとともに、球状部
１１４を保持しているその後端１０４の一部が椎弓根５０の外に張出して、この位置から
接近して操作することができる。
【００３８】
　前述の方法を利用して、２本以上の後脊椎固定具３０を椎骨３２に挿入することができ
る。例えば、図７および図８に例示されているように、図４から図６に関連づけて既に説
明した挿入方法を利用して第１の後脊椎固定具３０を右側椎弓根５０に挿入することがで
き、更に、この同じ方法を利用して第２の後脊椎固定具３１を左側椎弓根５１に挿入する
ことができる。第１固定具３０を椎弓根５０に、また、第２固定具３１を椎弓根５１に挿
入するにあたり、第１固定具３０の弓形端部４０と第２固定具３１の弓形端部４１が互い
に向けて湾曲する態様で実施することができる。
【００３９】
　湾曲した第１の後脊椎固定具および第２の後脊椎固定具は、当該技術で周知の多様な機
構により互いに接続することもできるし、更に別な１個以上の固定具に接続することもで
きる。第１固定具および第２固定具を接続する好ましい実施例としては、後脊椎固定具３
０、３１の後端４２に係留部材１１８を取付ける方法が挙げられるが、ネジを切ったスリ
ーブ被覆部材１０２の球状端１１４を受容する係留部材を取付けるのが好ましい。長軸部
材、斜軸部材、または、横断部材１２８、１３０も係留部材１１８に取付けることができ
る。好ましい実施例においては、図９から図１０に例示されているように、ネジを切った
部材（単数または複数）または長手部材（単数または複数）３８の後端４２に取付ける係
留部材として、チューリップ形部材１１８を取付ける方法が挙げられる。すなわち、ネジ
を切ったスリーブ被覆部材１０２の球状ヘッド１１４はチューリップ形部材１１８の表面
の受容器に受容される。ここで、チューリップ１１８を利用して、互いに隣接し合う後脊
椎固定具３０、３１を接続することができる。例えば、架橋１２８は2個のチューリップ
形部材１１８、１１９に係合するか、または、各々からの張出し部材、例えば、バーまた
はロッド１３０などに係合し（図１０を参照のこと）、第１の固定具３０すなわち右椎弓
根固定具と第２の固定具３１すなわち左椎弓根固定具とを接続する。互いに隣接し合う椎
骨３２、３３も接続することができる。例えば、バーまたはロッド１３０は第１の椎骨３
２の固定具のチューリップ形部材１１８から、これに隣接する第２の椎骨３３に配備され
ている固定具３５が保有しているチューリップ形部材１１９まで延びている。これらとは
別の第３の椎骨３７および左右椎弓根固定具３０、３１もこれと同じ態様で相互接続する
ことができる。湾曲した固定具も、ボルト、ネジ、スロット、それ以外の各種装置、また
は、これらの各種組合わせによりロッドまたはプレート装置に取付けることができる。
【００４０】
　後椎骨固定具３０の挿入方法の代替の実施例が図１１から図１５に例示されている。図
示されている実施例では、図１から図３の後脊椎固定具は椎弓板に経椎弓板配向または経
関節突起配向で挿入されるが、この配向では、後脊椎固定具は椎弓板５４および椎弓根１
３６を経て椎体１３８に挿入される。特に、図１１から明らかなように、長手部材３８は
第１椎骨３２の椎弓板５４を経てこれに隣接する椎骨３３の椎弓根１３６に挿入されて、
長手部材３８の弓形部分４０が第２椎骨３３の椎体１３８に配置されて第２椎骨３３の椎
弓根１３６を通って延び、更に、真直ぐな背側部４２はその一部が第１の椎骨３２の椎弓
板５４に残留する。経椎弓板法では、図４から図８に記載されている経椎弓根法の実施例
に関して概ね既に説明したが、図１１および図１２で明らかなように、第１椎骨３２の椎
弓板５４が挿入に備えて準備され、その場合、椎弓板に接近して操作する目的で背側椎弓
突起群（棘突起）の一部を除去することもあれば除去しないこともある。その後、ドリル
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（図示せず）を利用して第１椎骨３２の椎弓板５４の外面を貫いて第２椎骨３３の椎弓根
１３６の中まで通じる小さな穴を設ける。次に、ギア転換装置を挿入して、経椎弓根挿入
法に関して既に説明したように、第２椎骨３３の多孔性硬質材を貫く弓形穿孔または湾曲
した穿孔１３２を設ける。
【００４１】
　次に、医者が第２椎骨３３の椎弓根１３６に穴を穿つのを完了したか否かを判定するの
に上述の感触器を利用して、成形完了した経路１３２の内壁１３４が触診される。好まし
い実施例においては、図４から図１０の実施例に関連づけて概ね既に説明したように、湾
曲した集成体または長手部材３８を触診済みの経路に挿入する。しかしながら、経椎弓板
法では、長手部材３８は穿孔１３２の外側の第１位置から第１椎骨３２の椎弓板５４およ
びこれに隣接する第２椎骨３３の椎弓根１３６に設けられた穿孔の中まで移動するが、後
者の穿孔はギア転換装置およびドリルにより設けられた穴である（図１１および図１２を
参照のこと）。従って、挿入作業中は、長手部材３８は第１椎骨３２の椎弓板５４に挿入
されてからそこを横断し、更に、第２椎骨３３の椎弓根１３６を横断して椎体１３８の中
まで進入させられる。長手部材３８は内向きに湾曲して椎体３６の中央部１２０に向かう
ように挿入される。長手部材３８は、その挿入完了位置にくると、図１３から図１５に例
示されているように、第２椎骨３３の椎体１３８に挿入されるが、その第２端すなわち後
端４２は第１椎骨３２の椎弓板５４の位置か、または、その外側の位置で接近・操作可能
にされており、弓形部は第１椎骨３３の内部に配備されているとともに、真直ぐな部分は
少なくともその一部が第１椎骨３２に置かれた状態となる。
【００４２】
　ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は、図４から図１０の実施例に関して概ね既に説
明したように、長手部材３８の背側面または背側部４２に螺合またはネジ留めされたうえ
で第１椎骨３２の椎弓板５４、第２椎骨３３の椎弓根１３６、および、第２椎骨３３の椎
体１３８に設けられた弓形穿孔１３２に進入させられる。従って、ネジを切ったスリーブ
被覆部材１０２は、その挿入完了した位置にくると、その前端１０６が第２椎骨３３の椎
弓根１３６に形成された経路１３２の内側に置かれるとともに、その後端１０４はツール
係合部１１４が第１椎骨３２の椎弓板５４から外に張出して接近・操作可能になっている
。
【００４３】
　互いに隣接し合う多数の固定具は、図１３および図１４に例示されているように、互い
に隣接位置にある椎骨３２、３３に挿入される。互いに隣接し合う固定具は、図１１から
図１３に関連づけて概ね既に説明したように挿入される。特定の、限定することを意図し
ない具体例として、第１の後脊椎固定具３０は第１椎骨３２の椎弓板５４を横断して、第
２椎骨３３の椎弓根１３６および椎体１３８に挿入される。第２の後脊椎固定具３５は第
２椎骨３３の椎弓板１４０を横断して第３椎骨３７の椎弓根１４２および椎体１４４に挿
入される。図９および図１０に関連付けて概ね既に説明した多様な機構により第１の後脊
椎固定具３０および第２の後脊椎固定具３５は互いに接続することができ、または、別な
１個以上の固定具に接続することができる。
【００４４】
　周知のように、椎骨はその上関節突起および下関節突起が椎骨の背側椎弓突起群を形成
する構造となっている。固定具の挿入方法の更に別な代替の実施例によれば、図１から図
３に関連づけて既に説明した固定具は、上記態様の代わりに、上関節突起を貫いて延びて
椎弓根の中に挿入するようにしてもよい。この場合の挿入は、図４から図１５の各実施例
に関連づけて概ね既に説明した態様で行われる。図１１から図１５の実施例と同様に、固
定具導入方法は椎骨の上関節突起を貫いて長手部材を進入させてから更に椎弓根を通って
椎体に挿入する処置を含んでいる。もう１つの代替の実施例においては、第１椎骨の下関
節突起を通して固定具を伸長させることにより、固定具を第１椎骨に挿入してから、更に
、第２椎骨の上関節突起および椎弓根の中まで伸長させることができる。好ましい実施例
によれば、棘突起は患者の特定の幾何学的構造に基づいて切除する必要のあることもあれ
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ば、切除する必要のない場合もある。経関節突起挿入法においては、小型ドリルを利用し
て、上椎骨の下突起から下椎骨の上突起を通り、すなわち、解剖学上の関節突起接合面を
通って更に椎弓根そのものに入り、下椎骨の椎弓根と椎体との接合部に至る接近経路を設
けることができる。ドリルを用いて意図された経路を設けた後で、解剖学的構造の幾何学
的形状と固定具の意図された直線経路とに適合するギア転換装置を用いて、手術部位が準
備される。湾曲した長手部材は椎体にそのように進入するのを上手く達成するのに適した
幾何学的形状を呈している。従って、湾曲した脊椎固定具は、図４から図６に関連する本
件の方法において既に説明したように、穿孔の経路とそれを越えた内奥まで挿入される。
椎弓根の基部に達してから更に椎弓根の基部を越えて短い距離だけ（3 mmから15 mmの範
囲であるのが好ましい）張出した後で、湾曲した集成体は自らの幾何学的形状を椎体の曲
率に合致させ始め、中心軸線方向に漸進する。
【００４５】
　前述の幾何学的形状は固定具集成体の引抜き耐性を著しく向上させている。更に、固定
具集成体は湾曲の程度を多様に変化させるように作用し、一方では椎骨中心に向けてより
緩やかに曲がるようにすることができ、他方でより急進的かつ短絡的に椎骨内に最終配備
することができる。これにより、複数の固定具を「中心軸線に向かわせる」すなわち「中
心に配置する」にあたり椎体の多様な深度に配備する技巧的変差を容易に達成することが
できるようにしている。
【００４６】
　本発明およびその方法には、従来の経椎弓根ネジに勝る利点が幾つかある。湾曲した後
脊椎固定具は経椎弓根固定具、経関節突起固定具、または、経椎弓板固定具のいずれとし
てでも挿入することが可能で、ネジの引抜き耐性に依存せずに安定性を向上させている。
本発明の後脊椎固定具３０すなわちネジの直径は、先行技術の現在使用されている各種ネ
ジの外径よりも小さくすることができる。その結果として、後脊椎固定具が椎弓根５０の
側壁を打ち抜いて神経に触れてしまう危険が少ない。更に、後脊椎固定具は湾曲している
か、または、弓形部が設けられて、この湾曲した弓形部が椎体３６の内部に配置されるた
め、従来の経椎弓根ネジではそのネジ切り部如何で決まるネジの引抜き耐性に骨の密度が
関与するほどには、本発明の弓形の固定具は骨の密度に直接依存することはない。後脊椎
固定具は、引抜き耐性ではなく、むしろ、椎体３６の内部に配備された湾曲した部材によ
り椎体内の骨に付与される圧縮力を克服することに深く関与している。従って、ネジを引
抜く恐れのある剪断力を受け易いが、本件既述の実施例の後脊椎固定具は圧縮力を付与し
ない限り引抜くことができない。周知のように、骨は剪断力に比して圧縮力に対してより
高い耐性を示す。換言すると、圧縮力が付与されると、ネジの湾曲した前端は組織に係合
するので一直線に引抜かれることはない。例えば、椎骨３２の１面ごとに１本の固定具を
置いたり、または、右椎弓根５０に１本の固定具を置いて左椎弓根５１にもう１本の固定
具を置いた場合のように、複数の後脊椎固定具が一緒に接続される際には、これら連結さ
れた複数の固定具が椎体３６の内部に「爪」を形成する点で有利である。その結果、「爪
」を引抜くためには、椎体３６の内部の骨が全部、圧縮される必要がある。更に、複数の
ネジすなわち固定具は各々が後端で互いに堅固に接続されているため、引抜き力を加えら
れても、曲がったり挿入経路に沿って逆戻りしたりすることはあり得ない。本発明は、ネ
ジを切ったスリーブ被覆部材１０２の外側ネジを更に活用するが、スリーブ被覆部材は標
準的な経椎弓根ネジのように作用するとともに引抜き耐性を増し、引抜き耐性は該外側ネ
ジが椎弓根５０の内側部に係合することにより生じるものである。
【００４７】
　図１６および図１７に例示されている代替の実施例による湾曲した経椎弓根ネジ集成体
または長手部材は、真直ぐな背側部２３２と弓形の前側部２３４が設けられたシャフトか
ら構成された剛性の長手部材２３０からなる。この代替の実施例においては、図１から図
３の実施例の剛性の湾曲したスリーブ被覆部材と剛性の長手本体部は単体の部材であって
もよく、すなわち、１個の統合部材または一体型の剛性部材であってもよい。該一体型部
材は長さが10 mmから300 mmの範囲であるのが好ましいが、20 mmから150 mmの範囲である
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のがより好ましい。
【００４８】
　剛性部材２３０の前側部２３４は弓形または湾曲した形状であり、剛性部材２３０の内
部２３６から剛性部材２３０の前端２３８まで延びている。前側部２３４は長さが5 mmか
ら200 mmの範囲であり、10 mmから30 mmの範囲であるのがより好ましい。前側部２３４の
曲率半径は2ミリメートル（mm）から4メートル（m）の範囲にあるとよいが、10ミリメー
トル（mm）から2メートル（m）の範囲であるのがより好ましい。曲率半径は固定具の湾曲
部の長さ全体に亘って均一であってもよいし、そうでなくてもよい。前側部２３４のシャ
フトの外面２４０は円筒状であるのが好ましいが、その一部または全部が滑らかであり、
または、粗面加工が施された表面を呈しているのが好ましい。剛性部材２３０の前側部２
３４のシャフトの直径は背側部２３２のシャフトの直径よりも大きいのが好ましい。概ね
円筒状の前側部の直径は1 mmから20 mmの範囲であるが、2 mmから10 mmの範囲であるのが
より好ましい。
【００４９】
　ヘッド２４２は前端に保持されており、丸味付け加工されていてもよいし、または、遠
位先端に向かって直径が逓減する円錐形状を有していてもよい。ヘッド２４２の外径すな
わち最大径は、剛性部材２３０の前側部２３４のシャフトの円筒断面の外径に概ね等しい
のが好ましい。従って、固定具２３０の剛性部材２３０の先端すなわちヘッド２４２は、
その最も幅広の点における直径が固定具２３０の直径と同じであるが先細りとなっており
、その場合の形状はネジを切った円錐状またはネジを切っていない円錐状のいずれか、鈍
端、円球状、もしくは、上記以外の、挿入するのに好適であると思われる何らかの形状で
ある。ヘッド２４２は概ね滑らかな面または粗面加工を施した面から構成されている。
【００５０】
　剛性部材２３０の固定具または留め具もしくはシャフトの背側部２３２は真直ぐであり
、すなわち、直線方向に延びており、剛性部材２３０の内側部２３６から剛性部材２３０
の後端２４４まで延在しているのが好ましい。背側部２３２の長さは5 mmから100 mmの範
囲であればよいが、10 mmから45 mmの範囲であるのがより好ましい。背側部２３２の円筒
断面はその直径が、上述のように、前側部２３４の外径よりも小さい。特に、背側部２３
２の外径は1 mmから20 mmの範囲であり、2 mmから15 mmの範囲であるのがより好ましく、
約2.5 mmであるのが更により好ましくさえある。背側部２３２の外周面２４６は滑らかで
あってもよいし、ネジ切り加工が施されていてもよいし、或いは、その少なくとも一部に
沿って粗面加工が施された表面が設けられているようにしてもよい。
【００５１】
　剛性の長手部材２３０の内側部分すなわち首状くびれ部２３６は長手部材の両端部２３
８、２４４から或る距離だけ離隔した位置にあり、その少なくとも一部の周囲に外側ネジ
２４８が設けられている。外側ネジ２４８が切られているのに加えて、内側部分２３６は
外径が不均一な場合がある。特に、剛性のスリーブ被覆部材の前側部２３４と背側部２３
２とを接続している内側部分には、前側部２３４の凡その直径に一致した最大径である第
１径の部分と、最小径であるのが好ましいが、背側部２３２の凡その直径に一致している
第２径の部分とが設けられているようにしてもよい。より詳細に説明すると、内側部分は
先細り状になっており、すなわち、円錐形状を呈しており、この点について、内側部分の
外径は第１径から第２径まで逓減している。
【００５２】
　剛性の長手部材２３０は中実材から形成されているとよく、一実施例においては断面が
円筒断面を呈し、滑らかな面である場合もあれば粗面加工された面であることもある表面
４０、４６から構成されており、粗面加工された面は骨を中に成長させることができる。
使用される素材はチタニウム、ステンレス鋼、または、それ以外の、脊椎を固定するのに
好適な何らかの素材であればよい。使用される素材はまた、生体吸収性があってもよいし
、生体吸収性がなくてもよい。
【００５３】
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　ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は、図１から図３の実施例に関連づけて概ね既に
説明したように、剛性部材２３０の背面または背側部２３２に螺合し、または、着脱自在
にネジ留めすることができる。より詳細に説明すると、本実施例においては、剛性部材２
３０の背側部２３２はネジを切ったスリーブ被覆部材１０２を携帯支持する。従って、ネ
ジを切ったスリーブ被覆部材１０２はその軸心位置に設けられた穿孔１０８が長尺に沿っ
て延在しており、また、スリーブ被覆部材の内径は剛性部材２３０の背側部の外径に一致
しているのが好ましい。それゆえに、穿孔１０８は剛性部材２３０を受容するのに適した
構成になっている。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２はその前端１０６に内側ネジ１
１０が設けられており、該内側ネジは剛性部材２３０の内側部分２３６に設けられた外側
ネジ２４８に係合するのに適した構成となっており、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０
２を剛性部材２３０に取外し自在に固着させることができるようにするのが好ましい。ネ
ジを切ったスリーブ被覆部材１０２は前段までに既に説明したが、剛性の湾曲した後脊椎
固定具２３０はネジを切ったスリーブ被覆部材１０２を欠いた状態で使用することもでき
る。
【００５４】
　剛性の長手固定具２３０の挿入および使用は、図４から図１５の実施例に関連づけて明
示したものに概ね類似している。従って、剛性の長手部材２３０は概ね前述のとおり、経
椎弓根配向、経椎弓板配向、または、経関節突起配向で挿入される。しかしながら、図１
６から図１７の本発明の実施例は湾曲した剛性部材であるので、代替の実施例の前端２３
８はネジを切っていないヘッド２４２を保持しているのが好ましい。従って、挿入処置中
は、長手部材のスクリュー式ヘッドおよび前側部を弓形の穿孔を越えた先までネジ込む代
わりに、医者は単に剛性の長手部材２３０の全体を椎骨３２と背側椎弓突起群３４とに設
けられた弓形穿孔１２２押し込むだけでよく、より詳細に説明すると、長手部材を椎弓根
５０に設けられた弓形穿孔を越えた更に先まで押し込んで、背側端２３２、２４４を椎体
３６に埋設するだけでよい。最終結果として、１本の剛性長手部材２３０を椎体３６に挿
入して、図４から図１５の各実施例に関連付けて概ね既に説明したように、剛性固定具の
弓形の前側部２３４は椎体３６の内部に配備され、真直ぐな部分すなわち背側部２３２は
椎弓根５０に初期的に設けられた穿孔１２２内に置かれて、その後端の位置で接近して操
作できるようになる。
【００５５】
　一番最初に言及した実施例に関連づけて既に説明したように、多数の剛性固定具を挿入
して相互接続することができる。
【００５６】
図１から図１５の実施例と同様に、剛性の長手固定具２３０およびその挿入方法または使
用方法には、従来の経椎弓根ネジに勝る幾つかの利点がある。すなわち、本発明の後脊椎
固定具の直径は先行技術の現在使用されているネジの外径よりも短い。従って、後脊椎固
定具が椎弓根５０の側壁を打ち抜いて神経に触れる危険が少ない。同様に、剛性の後脊椎
固定具２３０はその湾曲部すなわち弓形部が椎体３６の内部に配備されるようになってい
るため、ネジを引抜く恐れのある剪断力を受け易いが、本件既述の実施例の後脊椎固定具
は圧縮力を付与しない限り引抜くことができない。同様に、椎骨３２の１面ごとに１本の
固定具を置いたり、または、右椎弓根５０に１本の固定具を置いて左椎弓根５１に１本の
固定具を置いた場合のように、複数の後脊椎固定具が一緒に接続される際には、これら連
結された複数の固定具が椎体３６の内部に「爪」を形成する。更に、多数の剛性固定具は
各々が後端で互いに堅固に接続されているため、引抜かれても、曲がることはあり得ない
。また、前述の実施例と同様に、本発明はネジを切ったスリーブ被覆部材１０２に設けら
れた外側ネジを更に活用するが、スリーブ被覆部材を使用すれば引抜き耐性を増し、引抜
き耐性は該外側ネジが椎弓根５０の内側部に係合することにより生じるものである。
【００５７】
　図１８から図１９に例示されている代替の実施例による湾曲した後脊椎固定具３３０す
なわち長手部材はカニューレ型であってもよい。より詳細に説明すると、後脊椎固定具の
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長手部材３３２にはその中を長軸線方向に貫いて延びる通路すなわち穿孔３３４が設けら
れている。長手部材すなわちカニューレ型の部材は、真直ぐな背側部３３６および弓形の
前側部３３８が設けられて、剛性材または弾性材もしくは一部が可撓性の素材により形成
されているとよい。カニューレ型の部材３３２は有窓状態にされてもよいし、または、有
窓状態になっていなくてもよい。
【００５８】
　弾性のカニューレ型長手部材３３２は、長手穿孔または長軸線方向に延在する穿孔３３
４が設けられた弾性の長手本体部３４０と、剛性の湾曲したスリーブ被覆部材７０（図示
せず）とから構成されている。弾性のカニューレ型長手部材３３２は長さが5 mmから200 
mmの範囲であるとよいが、20 mmから60 mmの範囲であるのがより好ましい。図１から図３
の実施例と同様に、内側のカニューレ型長手本体部３４０の前側部３４２は長手本体部３
４０の内側部３４４から張出しており、該内側部は長手本体部３４０の後端３４６および
前端３４８から或る距離だけ離れた位置にある。前側部３４２は長さが5 mmから100 mmの
範囲であるが、10 mmから30 mmの範囲であるのがより好ましい。長手本体部３４０はその
前側部３４２に位置する外面３５０が円筒面であるのが好ましく、滑らかであってもよい
し、または、粗面加工されていてもよく、もしくは、少なくともその一部に沿って粗面加
工された面が設けられていてもよい。長手本体部３４０の概ね円筒状のシャフトの外径は
1 mmから25 mmの範囲であるとよいが、2 mmから15 mmの範囲であるのがより好ましい。軸
心を通る穿孔３３４は断面が円筒断面であり、長手部材３３２の長尺に亘って延びており
、すなわち、長手本体部３４０の後端３４６から前端３４８まで延在している。軸心を通
る穿孔の円筒断面の内径は1 mmから25 mmの範囲であるとよいが、1.5 mmから14 mmの範囲
であるのがより好ましい。この実施例においては、図１から図３の実施例に関連づけて概
ね既に説明したように、湾曲したスリーブ被覆部材７０を取付けることにより曲がって形
状が弓形になるようにするのに、長手本体部３４０はその一部に沿って弾性または可撓性
を有しているのが好ましく、シャフトが少なくともその前側部４２に沿って可撓性を有し
ているのがより好ましい。従って、カニューレ型長手本体部３４０は形状記憶素材または
形状記憶合金などのような素材から形成されているとよい。しかしながら、チタニウム、
ステンレス鋼、または、それ以外の、脊椎固定に好適な何らかの素材などのような形状記
憶しない素材または合金が使用されてもよい。使用される素材は生体吸収性であってもよ
いし、そうでなくてもよい。図示されているように、前側部３４２は湾曲したスリーブ被
覆部材７０の内側に保持される。このため、湾曲したスリーブ被覆部材７０は、その長尺
に沿って軸心を通る穿孔１０８を延在させた、ネジを切ったスリーブ被覆部材であるとよ
いが、該スリーブ被覆部材は内径が剛性部材２３０の背側部の外径に一致しているのが好
ましい。よって、穿孔１０８は前側部３４２を受容するのに適した構成である。前端１０
６の内側ネジ１１０は長手部材３４２に設けられた外側ネジ３４３に係合して、ネジを切
ったスリーブ被覆部材１０２を取外し自在に固着させることができる。
【００５９】
　図１８で明らかなように、カニューレ型の長手本体部３４０の背側部３３６は長手本体
部３４０の内側部３４４から後端４６まで延在している。背側部３３６は長さが5 mmから
100 mmの範囲であるのが好ましいが、10 mmから30 mmの範囲であるのがより好ましい。背
側部３３６は外径が外周面により規定されるが、該外径は長手本体部３４０の前側部３４
２の外径と等しい場合もあれば、それとは異なっている場合もある。このため、背側部３
３６の外径は1 mmから25 mmの範囲であればよいが、2 mmから15 mmの範囲であるのがより
好ましい。これに加えて、背側部３３６の外面３５２は滑らかであってもよいし、または
、粗面加工されていてもよいし、もしくは、少なくともその一部に沿って粗面加工された
面が設けられているようにしてもよい。
【００６０】
長手本体部３４０の背側部３３６はその端部にネジを切った接続部または滑らかな接続部
が設けられており、該接続部はその外側に注射器３６６などを装着するか、または、その
内側に注射器３６６などを受容するのに好適な構成になっているとよい。注射器３６６に
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は滑らかな端部が設けられていてもよいし、またその代替例として、端部にネジが切られ
ていてもよいため、接続部に接続するか、または、背側部に直接接続することにより、注
射器を長手部材３３２の端部に締り嵌めしてもよいし、または、該端部にネジ留めしても
よい。物質導入用装置すなわち注射器３６６は、カニューレ型長手本体部３４０の軸心を
通る穿孔３３４に対応してこれと連絡状態になるように配置された開口部が設けられてお
り、硬化剤３６４または何らかの好適な物質をカニューレ型長手部材の中に注入し、該長
手部材を通して伝送するよう図っている。
【００６１】
　これに代わる例として、カニューレ型長手部材、すなわち、長手本体部３４０と湾曲し
たスリーブ被覆部材７０とを完全に連結してできるのが、図１６および図１７の実施例に
関連づけて概ね既に説明した、図１８及び図１９に示す剛性の一体装置である。しかしな
がら、剛性のカニューレ型装置は、その後端から前端までの長尺分だけ延在している、軸
心を通る穿孔が設けられていてもよい。
【００６２】
　図１乃至図３と図１６および図１７の各実施例に関連づけて概ね既に説明したように、
前述のカニューレ型長手部材は各々がネジを切ったスリーブ被覆部材１０２を携帯支持し
ているようにしてもよく、該スリーブ被覆部材は長手部材３３２の背側面または背側部３
３６に保持されるか、または、そこにネジ留め式に取付けられるのが好ましい。ネジを切
ったスリーブ被覆部材１０２を説明してきたが、カニューレ型長手部材はネジを切ったス
リーブ被覆部材１０２を伴わずに使用されてもよい。
【００６３】
　該固定具または該留め具には任意で1個以上の開口３５６が設けられていてもよいが、
具体例として、多様な穴、孔、窓、溝穴、細隙穴、または、これらの各種組合わせが挙げ
られる。カニューレ型長手部材の前側部３３８は有窓であるのが好ましい。複数の開口ま
たは窓３５６はカニューレ型長手部材３３２のシャフトに沿って配置されているとよく、
必要に応じて、長軸線方向、周方向、または、その両方向に互いから離隔しているとよい
。これに加えて、カニューレ型長手部材３３２には周辺に1個以上の開口３５６が設けら
れて矢状の外肢などの付属物を挿入することができるようにすることにより、固定具を椎
体３６に更に係留することができるよう図っている。例えば、付属物はカニューレ型部材
に設けられた穿孔を通して挿入されるように設けられており、その場合、複数の矢状の突
起が後方を向くため、付属物を一旦挿入してから引き戻すと、付属物は複数の矢状の外肢
を窓から外に出た状態に配備する。また別な代替の実施例においては、メッシュまたはネ
ットが椎体に配備されたカニューレ型部材に設けられた穿孔を通して挿入され、メッシュ
またはネットが椎体内に配備されてから硬化剤が注入される。メッシュまたはネットは硬
化剤を強化するために使用される。
【００６４】
　図１９に例示されているように、好ましい実施例においては、カニューレ型部材の軸心
を通る穿孔３３４は、前端に先端部３６０が設けられているとともに後端に止め具または
フランジ３６２が設けられているスタイレット３５８、または、それに類似する装置で、
例えば、ロッド、ネイル、スパイク、または、ネジなどを受容するのに好適に構成されて
いる。スタイレット３５８は外周面の外径がカニューレ型部材の軸心を通る穿孔３３４の
内部に適合するように寸法設定されているのが好ましく、それ故、その直径の範囲は0.1 
mmから24 mmであるのが好ましく、1 mmから15 mmであるのがより好ましい。スタイレット
３５８の長さはカニューレ型部材３３２の長さを超えるため、前端の先端部３６０はカニ
ューレ型部材の前端３４８を越えて先まで張出し、また、止め具３６２はカニューレ型部
材の後端３４６に隣接して配置されるか、または、該後端に当接する。スタイレット３５
８の長さは5 mmから300 mmの範囲であればよく、10 mmから200 mmの範囲であるのがより
好ましい。集成体のネジ回し式挿入法で使用するためには、先端部３６０には外側ネジが
設けられているとよいものと思量される。フランジ３６２の外径はカニューレ型部材の軸
心を通る穿孔３３４の内径よりも大きいため、フランジ３６２は係止部材として作用し、



(19) JP 5653908 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

スタイレット３５８がカニューレ型部材３３２の更に内奥に挿入されるのを防止するのが
好ましい。このため、フランジ３６２の外径は2 mmから30 mmの範囲であり、3 mmから20 
mmの範囲であるのがより好ましい。スタイレット３５８は哺乳類の体内で使用するのに好
適な素材から構成されており、カニューレ型部材の湾曲した前側部３３８に通して導入し
たりそこから取出したりすることが束縛なしにできるのが好ましい。
【００６５】
　図１８および図１９に記載されている後脊椎固定具すなわちカニューレ型長手部材３３
２の好ましい使用方法を、図２０から図２２を参照しながら説明するが、これらの図面は
経椎弓根配向での挿入を例示している。軸心を通る穿孔、スタイレット、または、その両
方が長手部材、スリーブ被覆部材、または、その両方を透過して視認することができるよ
うにしていることから、図２０から図２８は概略的である点に留意するべきである。従っ
て、後脊椎固定具３３０は図４から図８に関連づけて概ね既に説明したとおりに挿入され
る。しかしながら、カニューレ型の長手部材３３０の使用方法においては、スタイレット
３５８は、椎弓根５０に挿入する前に、まず最初にカニューレ型長手部材３３２の穿孔３
３４に挿入される。カニューレ型長手部材３３２とスタイレット３５８は互いに連携して
長手部材を形成してから概ね前述したとおりに挿入されることで、カニューレ型長手部材
３３２が初期的に椎骨に挿入される第１位置（図示せず）から図２１に例示されている、
挿入完了位置である第２位置まで集成体を移動させる。前述の実施例についてと同様に、
挿入完了位置では、前端３４８は椎弓根５０に設けられた弓形穿孔または弓形経路を越え
た先まで挿入されることにより、椎骨３２に脊椎固定具３３０の端部を堅固に埋設する。
着脱自在な、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２もまた、図４から図１５の実施例に関
連づけて既に説明したとおりに、任意で装着されてもかまわない。
【００６６】
　この位置では、カニューレ型集成体は椎体３６に図２１に例示されているように配置さ
れているため、固定具の弓形の前側部３３８は椎体３６に置かれて、固定具の真直ぐな部
分３３６は椎弓根５０に初期的に設けられた穿孔１２２に置かれている。この挿入完了位
置では、湾曲部３３８の少なくとも一部は初期形成された穿孔１２２の内部に配備されて
おり、別な一部は椎体３６の内部に置かれているのが好ましい。更に、長手部材３３２の
背側部３３６の少なくとも一部は、椎弓根５０に設けられた開口部の外側またはその近辺
に張出すため、カニューレ型の長手部材とそこに設けられた穿孔３３４は椎体３６の外側
から接近・操作可能となる。後脊椎固定具３０を挿入する標的位置である椎体部位の断面
の半径を考えると、椎骨の中心部１２０の断面の半径は該椎骨部位の半径の４分の３（3/
4）倍を超えないのが好ましい。椎骨中心部１２０の半径は該椎体部位の半径の３分の２
（2/3）倍を超えないのがより好ましい。中心部１２０の半径は該椎体部位の半径の３分
の１（1/3）倍を超えないのが更にもっと好ましくさえあり、該椎体部位の半径の４分の
１（1/4）程度の狭さでもよいぐらいである。
【００６７】
　経椎弓根挿入による挿入方法を詳細に説明してきたが、カニューレ型の長手部材は、本
明細書で概ね既に説明したとおりの態様で、経椎弓板配向に挿入されてもよいし、または
、経関節突起配向に挿入されてもよい。
【００６８】
　カニューレ型集成体がその挿入完了位置に配備されてしまうと、穿孔３３４が椎体３６
の内部に通じる経路として作用するようにスタイレット３５８をカニューレ型長手部材か
ら取出す（図２２を参照のこと）。
【００６９】
カニューレ型集成体の挿入とスタイレット３５８の取出しの後で、注射器またはレザバー
もしくは投入装置に物質が充填され、椎骨への投入に備える。容認できる物質導入装置の
具体例としては、注射器、ノズル、レザバー、または、提案された目的に好適な何らかの
投入装置が挙げられる。物質を投入するのに好適であれば如何なる技術を利用してもよい
が、具体的には、液圧注射器を利用した加圧、振動、手動圧、または、これらの何らかの
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組合わせなどがある。
【００７０】
　特に、注射器またはレザバーもしくは投入装置には骨固定用セメント、抗生剤、骨修復
用化合物、メッシュ装置、または、これら以外の、脊椎の解剖学的構造の再建に役立てる
ことができる物質、構造的安定性に有用となり得る物質、感染率を低減するのに有用な物
質、脊椎の治療に役立つ物質、もしくは、これら物質の各種組合わせが充填されるとよい
。限定するものではない具体例として、硬化物質または硬化剤３６４は椎骨３２へ導入す
るのに注射器に充填され、後脊椎固定具が望みもしないのに引抜かれるのを阻止するよう
にするとよい。容認できる硬化剤としては、骨セメント、硫酸カルシウム、燐酸カルシウ
ム、ポリメチルメタクリレート、または、これら以外の、多数の製造業者から入手可能な
何らかの好適な生体吸収性剤もしくは生体非吸収性剤などがある。
【００７１】
　硬化剤３６４またはそれ以外の物質を貯蔵している導入装置３６６、または、それら物
質を受容することができる導入装置３６６は、図２３に例示されているように、カニュー
レ型の後脊椎固定具すなわち長手部材３３２の後端３４６に取付けされる。導入装置また
は該導入装置の開口がカニューレ型長手部材の軸心を通る穿孔３３４と連絡状態に配置さ
れて、硬化剤３６４またはそれ以外の物質をカニューレ型長手部材の中に投入して伝送す
ることができるようにする。
【００７２】
　既に示したように、カニューレ型長手部材は、また特に、穿孔３３４は多様な薬剤、素
材、物質、ツール、または、これらの各種組合わせの供与を可能にする。例えば、各種装
置またはツールを穿孔３３４に通して椎骨の内部に直接挿入することができる。これに代
わる例として、カニューレ型長手部材に装着された注射器または投入装置を使用するとい
ったような手段により、各種物質または薬剤をカニューレ型部材を通して椎骨に導入する
ようにしてもよい。例えば、セメントまたは硬化剤３６４といった粘着剤が椎体３６に導
入されるようにしてもよい。限定するものではない具体例として、図２３から図２７に例
示されているようなカニューレ型固定具３３０を使うことで後脊椎固定具が望みもしない
のに引抜かれるのを阻止するようにして、硬化物質または硬化剤３６４を椎骨３２に導入
するようにしてもよいが、この場合、椎骨３２の中心部１２０に導入するのが好ましい。
特に、この方法は、固定具が望みもしないのに引抜かれるのを阻止するのに、固定具に設
けられた穿孔３３４を通して椎体３６に硬化剤３６４を導入する処置を含んでいる。
【００７３】
物質３６４は、図２４に例示されているように、注射器３６６からカニューレ型部材の軸
心を通る穿孔３３４を通って椎体の中へ搬送される。投入を達成する手段としては、選択
された導入装置３６６に関連して好適な手段であればよく、例えば、プランジャーが取付
けられた注射器の使用が挙げられるが、この場合のプランジャーは物質の投入を強制する
目的で利用され、すなわち、押圧されたり振動を加えられたりする。物質３６４を継続し
て導入することにより、または、力を加えることにより、物質は注射器３６６からカニュ
ーレ型長手部材の後端に入ってから更にカニューレ型長手部材３３２の前端の穿孔３３４
の出口開口を通って椎体３６の中に移動する（図２５を参照のこと）。物質３６４を椎体
に導入するにあたり、カニューレ型長手部材３３２のシャフトに沿って互いから離隔され
た付加的な代替の穴または窓３５６（図１８を参照のこと）を通して導入されるようにし
てもよいが、但し、このような穴または窓が適用できる場合に限られる。長手部材３３２
を係留するのに適した量のセメント剤が椎体内に配備されるのが好ましい。導入される物
質の量は0.01 ccから150 ccの範囲であるとよく、1 ccから30 ccの範囲であるのがより好
ましい。
【００７４】
　椎体３６においては、硬化剤３６４は固化して、椎体３６に導入された硬化剤３６４と
接触しているか、または、少なくとも一部が硬化剤により包囲されている長手部材３３２
の前側部３３８に係留具を形成し、よって、後脊椎固定具３３０の係留具として作用する



(21) JP 5653908 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

。硬化剤は椎体の密度を増すとともに、空隙を埋めるのに役立ち、構造的安定性を増大す
るうえに、椎体の解剖学的構造が骨折、腫瘍、または、それ以外の病理学的症候のせいで
崩壊している場合には、これを再建することができる。
【００７５】
　硬化剤３６４の導入が完了してしまうと、導入装置３６６はカニューレ型部材３３２か
ら切り離される。次に、図２６に例示されているように、カニューレ型部材の軸心を通る
穿孔３３４にスタイレット３５８を挿入して、穿孔３３４の内部を洗浄することができる
。より詳細に説明すると、スタイレット３５８は、穿孔３３４に残留する硬化剤３６４ま
たはそれ以外の物質を強制的に穿孔の外に排出する。続いて、図２７に例示されているよ
うに、スタイレット３５８を再び取外すとよい。
【００７６】
　前述の方法を利用して、図２８から図３０に例示されているように、２本以上の後脊椎
固定具３０を椎体３２に挿入することができる。挿入は、図４から図２７の前述の実施例
に関連づけて概ね既に説明したとおりに行われる。この実施例においては、硬化剤３６４
はまた別な脊椎固定具３３１によっても、図２３から図２７に関連づけて概ね既に説明さ
れたように椎体３６の中心部１２０に導入することができるため、最初に説明した第１の
脊椎固定具３３０により導入された硬化剤３６４を追加の第２脊椎固定具３３１により導
入された硬化剤３６４と結合させることができ、従って、椎体３６の内部で第１の脊椎固
定具を第２の脊椎固定具に連結させることができる。
【００７７】
　図２８から図３０で明らかなように、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２も任意でカ
ニューレ型長手部材３３２の背側面または背側部３３６に螺合され、または、ネジ留めさ
れて、図４から図１５の実施例に関連づけて概ね既に説明したように、椎弓根５０に設け
られた弓形穿孔の中に進入させることができる。前述の実施例に関連づけて既に説明した
とおり、ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２は、挿入完了した位置にくると、その前端
１０６が椎弓根５０に形成された経路１２２の内部に置かれ、その後端１０４は球状部１
１４が椎弓根５０の外に張出して、接近・操作可能となる。
【００７８】
　複数の後脊椎固定具または湾曲した脊椎固定具３３０、３３１も、当該技術で周知であ
り尚且つ本明細書で概ね既に説明した多様な機構により、互いに接続することができる。
追加の第２固定具は最初に説明した第１固定具に連結されて、固定具の相互の結合を向上
させ、第１椎骨３２のこれに隣接する椎骨３３への結合を向上させ、または、その両方の
結合を向上させることができる。
【００７９】
　カニューレ型後脊椎固定具３３０には、前述の各実施例と同様に、従来の経椎弓根ネジ
に勝る幾つもの利点がある。例えば、前述の実施例に関してと同様に、先行技術の現在使
用されているネジと比較して本発明の固定具の外径が小さいおかげで、後脊椎固定具が椎
弓根５０の側壁を打ち抜いて神経に触れてしまう危険が少なくて済む。同様に、骨の密度
が先行技術のネジの引抜き耐性に関与するほどには、湾曲した後脊椎固定具は骨の密度に
直接依存してはおらず、従来の経椎弓根ネジの剪断引抜き耐性が本発明の固定具では圧縮
引抜き耐性に取って代わっている。ネジを切ったスリーブ被覆部材１０２に設けられた外
側ネジも引抜き耐性を増すが、引抜き耐性は該外側ネジが椎弓根５０の内側部に係合する
ことにより生じるものである。これに加えて、カニューレ型の後脊椎固定具３３０により
各種薬剤、各種装置、または、薬剤と装置の両方を導入することができるようになるばか
りか、硬化剤３６４などのような係留用の物質も導入することができ、固定具を椎骨３２
の適所に更に堅固に固着させるのに有用となる。更に、複数の固定具は各々が互いに連携
した集成体の形態に構成されて、隣接する椎骨との結合を向上させる手段として作用する
とともに、もっと強い力を及ぼさない限り「爪」すなわち固定具を引抜くことができない
ようにしている。
【００８０】
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　本明細書中に具体例として特定の範囲と寸法を明示しているが、集成体と個々の構成部
材は特定の応用例および使用者の好みに合わせて誂えることができる。このため、集成体
および個々の構成部材は、脊柱の異なる部位ごとに適合するように相互に異なる寸法に設
定するとよい。同様に、脊椎を仙骨および腸骨に接続するのに移植片を利用してもよいが
、仙骨および腸骨の部位では、移植片は概ねかなり大型で長くなると思われる。一例とし
て、上述のような移植片は長さが150 mmかそれを超える寸法にまで及び、直径は少なくと
も10 mmから15 mmになると思われる。
【００８１】
　本発明の多様な代表的実施例を或る程度まで詳細に説明してきたが、当業者であれば、
本明細書および添付の特許請求の範囲に明示された発明の主題の真髄すなわち範囲から逸
脱せずに、開示された実施例の代替例を無数に思いつくことができる。「結合」に関する
言及（例えば、「取付け・装着」、「連結」、「接続」など）は広く解釈されるべきであ
り、各構成要素の接続とそれに関連する構成要素相互間の運動との間に介在する各種部材
をも包含している場合がある。斯様に、「結合」に関する言及は必ずしも、２個の構成要
素が直接接続されて互いに固定関係にあることを暗示してはいない。場合によっては、本
明細書に直接的または間接的に明示されている方法ごとに、多様な工程および処置を１連
の考えられる作業順に説明したが、これら工程および処置は再構成し直したり、置き換え
たり、または、削除しても、必ずしも本発明の真髄および範囲から外れることがないこと
を当業者なら認識するだろう。前段までの説明に含まれている事項、または、添付の図面
に例示されている事項は全て、例示にすぎず限定するものではないと解釈されるべきであ
るとの意図がある。細部または構造の修正も、添付の特許請求の範囲に規定されているよ
うな発明の真髄から逸脱せずに行い得る。
【００８２】
好ましい実施例に言及しながら本発明を説明してきたが、本発明の真髄および範囲から逸
脱せずに実施形態の変更を行うことができることを当業者なら認識するであろう。
【図１】 【図２】
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